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もう設置しましたか？

住宅用火災警報器
平成 23 年 6 月１日より消防法及び火災予防条例の改正で、今お
住まいの住宅にも住宅用火災警報器の設置が義務化になりました。
未設置の住宅は、下記の設置例を参考に早く取り付けましょう。

住宅火災による死者が増加しています。
○原因の約 6割が「逃げ遅れ」
○死者の約 6割が「65歳以上の高齢者」

設 置 例 ●義務付けられる場所
●設置をおすすめする場所

※消防組合は台所に煙式の設置を推奨しています。

詳しいことは、こちらまでお問い合わせください。

大隅曽於地区消防組合
消防本部予防課　☎ 099-482-5577
北 部 消 防 署　☎ 099-482-0559
財　部　分　署　☎ 0986-72-0119

曽於市役所 総務課・地域振興課
末　　吉　☎ 0986-76-8801
大　　隅　☎ 099-482-5921
財　　部　☎ 0986-72-0931
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設置して良かった！奏功事例

尊い命が

守れるのよ。

ＮＳマークの
入っているもの
を購入しま
しょう。

設置している

と、安心だね。

住宅火災による死者は、就寝時に煙を吸い込み
体が動かなくなり、逃げ遅れてしまうことが一
番多い原因となっています。警報器を設置する
ことで、いち早く火災を察知し、かけがえのな
い生命や財産を守りましょう。


